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当社のプルサーマル計画の状況

○玄海原子力発電所３号機向けのＭＯＸ燃料製造が完了（１回目）して

おり、輸送に向けた準備を実施中。

○輸送の手続きとして、安全協定に基づく自治体への事前了解願い提出、

国への許認可手続きなどを行う。

○ＭＯＸ燃料は欧州において輸送容器に詰めた後、専用の輸送船を用い

て海上輸送し、玄海原子力発電所に搬入する予定。

【他社の状況】

・四国電力（伊方３号機）：ＭＯＸ燃料製造完了

・中部電力（浜岡４号機）：ＭＯＸ燃料製造完了

・関西電力（高浜３，４号機）：ＭＯＸ燃料の製造開始
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プルサーマル実施までの流れ （１／２）

製造中

当社が、製造工場等の
品質保証体制を監査

製造後

国が、当社の検査
結果や品質保証活

動結果を審査

国が、当社の検査計画や
品質保証計画等を審査

ＭＯＸ燃料供給契約
（平成18年9月28日）

国への手続き
［輸入燃料体検査申請］
１回目：平成19年9月3日

２回目：平成20年9月9日

製造前

メロックス工場事前調査
（平成18年7月）

当社が行う海外燃料加工工場の監査について第三者機関
（ビューローベリタス）が確認

監 査
平成19年4月

平成20年6月

燃料の製造
１回目：平成19年10月9日
２回目：調整中

メロックス工場
・加工能力： 195tHM/年

・操業開始： 1995年

実施に係わる事前了解

事前了解願い提出
(平成16年5月28日)

事前了解受領
(平成18年3月26日）

国への手続き
[輸入燃料体検査補正申請]
（１回目：平成20年7月28日）

手続き完了

輸送に係わる事前了解

事前了解願い提出
(平成21年1月28日）

当社が、メーカーの
品質保証活動の実施状況を確認

また、当社社員を工場に駐在させ、
検査などにより製造状況を確認
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プルサーマル実施までの流れ （２／２）

受け入れ

ＭＯＸ燃料の検査
[輸入燃料体検査受検]

当社が、燃料
の健全性を確認

運転中も燃料が健全
であることを確認

国が、ＭＯＸ燃料を使用す
る場合の原子炉の特性など、

詳細な設計について審査

国が、使用前検査とし
て、燃料の配置や制御

棒の効きなどを確認

国が、燃料
の健全性を

確認

国への手続き
［工事計画認可申請］

輸 送

今後の予定

運

転

中

国が、輸送の安全性等を確認

国への手続き
放射性輸送物運送計画書安全確認申請

放射性輸送物安全確認申請 他

欧州から日本へ

輸送に係わる事前了解

事前了解受領

使用前検査 プルサーマル
開 始

2010年度
までを目途

出港
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輸送容器の安全確保

※ＭＯＸ燃料輸送容器の主な安全要件

寸 法
外径：約２．５ｍ

長さ：約６．２ｍ

容器重量 約１００トン

○ＭＯＸ燃料は、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）などの国際的な安全基準を
満たす専用の輸送容器に収納して輸送され、輸送中に万一、落下、火災、
水没などの事態に遭遇しても十分耐えられるだけの安全性を有している。

【容器の仕様】
・使用済燃料輸送において十分な実績のある
輸送容器と同等の頑丈な専用容器。

・輸送条件及び過酷事故を想定した試験条件※

に基づく安全基準を満足。

冷却フィン

燃料バスケット

衝撃吸収カバー

（燃料集合体を収納）

中性子遮へい材輸送容器

冷却フィン

落下試験
９メートルの高さから、
固い鉄板の上に落下

浸漬試験
深さ１５メートルの
水中に８時間

耐火試験
摂氏８００℃で３０分
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輸送船の安全確保

○ＭＯＸ燃料の海上輸送は、国際海事機関が定める船の構造基準において、
最高水準の安全性を有する専用輸送船を使用する。
（放射性物質の輸送実績：過去３０年以上、１７０回以上）

【輸送船の安全設備】
・沈みにくい二重船殻／二重底構造。
・衛星航法装置、衝突防止レーダー等最新の設備を設置。
・非常用発電装置、火災探知システム及び消火ガス設備の設置。
・航行、通信、積載監視装置等のシステムの二重化。

最大積

載能力

輸送容器

約２０基

全 長 約１００ｍ

全 幅 約 １７ｍ

【主な仕様】
船首電源室

主電源

衛星システム
衝突予防レーダー

ハッチカバー 非常用電源

輸送容器

二重船殻構造

輸送船

船体断面

耐衝突構造

二重船殻構造

非常用散水装置

使用済燃料輸送船の例
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輸送に係る核物質防護

核物質防護の概要

○ＭＯＸ燃料の盗取やテロといった輸送中の妨害破壊行為などから守る

ため、国際的な厳しい取り決めに沿った対策を行う。

○騒乱等の生じている地域を避け、安全を確保する経路を選定。

○日本の港まで専用輸送船が、無寄港により航海。

○乗組員から独立した武装護衛者の乗船

○輸送船は出発から到着まで武装護衛船により護衛 等
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輸送に係る情報管理（公表制限）

○燃料等の輸送情報に対し秘密保持義務が法的に規定（罰則規定あり）。
詳細は国の通達で制限※。

輸送が終了すれば公表可 輸送前後を問わず公表不可

輸送通過予定時刻 輸送経路に関する詳細

輸送の発着時刻 車両・船舶等の防護の設備・構造

核物質の輸送数量、容器個数 施錠・封印に関する詳細

(手段を特定できる）船名、車両番等 緊急時対応計画等

※制限される情報

○ＭＯＸ燃料輸送は社会的関心も高く、制限の範囲内で最大限の情報公開
を実施。

[公表内容] ・欧州出発日の数日前：輸送開始、積出港の所在国
・欧州出発日の１日後：欧州出発日、概略輸送ルート、日本

到着のおおよその時期、積出港、
輸送船名及び輸送物
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欧州から日本への海上輸送ルート

○輸送経路は、以下の３ルートのいずれかから選択。

ＭＯＸ燃料輸送経路（３ルート）

（※）過去2回のＭＯＸ燃料輸送ルート

パナマルート

南米ルート

南アフリカルート（※）
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輸送に係る体制

実施体制

九州電力(電力10社)

輸送契約 米国政府

英国,仏国政府

日米原子力
協力協定

許認可
手続き

英国,仏国の輸送事業者

日本政府

運航管理者 九州電力

佐賀県

玄海町

規制官庁

警備当局

輸送船

連絡体制


